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令和 ５ 年 ７ 月 ４ 日

第 １３６２２ 号（火曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

石川県告示第264号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、医療扶助のための医療を担当させる機関を次のとおり
指定した。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

名　　　　　　称 所　　　　在　　　　地 指定年月日
かくだメディカルクリニック かほく市高松ム69番地２ 令和５年５月１日
加藤クリニック 羽咋郡志賀町高浜町への１番地１ 令和５年５月１日
なかざわ腎泌尿器科クリニック 野々市市新庄６－445 令和５年５月１日
なかむら歯科クリニック 加賀市湖城町２丁目337番 令和５年５月１日
高松ハート薬局 かほく市高松ム69番地18 令和５年５月１日

おりたクリニック
野々市市二日市３－58カナディアンビレッジSAWA101
号室

令和５年６月１日

しばた眼科クリニック かほく市高松ム60番地14 令和５年６月１日
クスリのアオキ鶴ケ丘東薬局 河北郡内灘町字鶴ケ丘２丁目606番地 令和５年６月１日
サンライトちょくし町薬局 加賀市勅使町ヲ40番１ 令和５年６月１日
スギ薬局津幡店 河北郡津幡町字北中条一丁目89番地 令和５年６月１日

石川県告示第265号
　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によりその例によることとされる生活保護法（昭和25年法律第144号）第
49条の規定により、医療支援給付のための医療を担当させる機関を次のとおり指定した。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

　　　　告　　　示
○医療扶助のための医療を担当させる機関の指定
 （厚生政策課）　１
○医療支援給付のための医療を担当させる機関の指定
 （　　同　　）　１
○生活保護法に基づく指定医療機関の診療所等の廃止の
　届出 （　　同　　）　２
○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
　た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
　る法律に基づく指定医療機関の診療所等の廃止の届出
 （　　同　　）　２

○石川県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく知事指
　定薬物の指定の失効 （薬事衛生課）　２
　　　　公　　　告
○委託業務に係る提案書の募集公告 （デジタル推進課）　３
○特定調達契約に係る企画提案書の募集公告
 （　　同　　）　４
○大規模小売店舗の変更の届出の公告 （経営支援課）　６
○公共測量実施公告 （監　理　課）　８
○特定調達契約に係る入札公告 （警 察 本 部）　８

目　　　　　　　　　　　次

告　　　　　　　　示
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名　　　　　　称 所　　　　在　　　　地 指定年月日
かくだメディカルクリニック かほく市高松ム69番地２ 令和５年５月１日
加藤クリニック 羽咋郡志賀町高浜町への１番地１ 令和５年５月１日
なかざわ腎泌尿器科クリニック 野々市市新庄６－445 令和５年５月１日
なかむら歯科クリニック 加賀市湖城町２丁目337番 令和５年５月１日
高松ハート薬局 かほく市高松ム69番地18 令和５年５月１日

おりたクリニック
野々市市二日市３－58カナディアンビレッジSAWA101
号室

令和５年６月１日

しばた眼科クリニック かほく市高松ム60番地14 令和５年６月１日
クスリのアオキ鶴ケ丘東薬局 河北郡内灘町字鶴ケ丘２丁目606番地 令和５年６月１日
サンライトちょくし町薬局 加賀市勅使町ヲ40番１ 令和５年６月１日
スギ薬局津幡店 河北郡津幡町字北中条一丁目89番地 令和５年６月１日

石川県告示第266号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から、次のとおり診療所等を廃止し
た旨の届出があった。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

名　　　　　　称 所　　　　在　　　　地 廃止年月日
なかむら歯科クリニック 加賀市湖城町２丁目337番 令和５年４月30日
加藤病院 羽咋郡志賀町高浜町への１番地１ 令和５年４月30日
医療法人社団角田医院 かほく市高松ナ15番地１ 令和５年４月30日
なかざわ腎泌尿器科クリニック 野々市市新庄６－445 令和５年４月30日
高松ハート薬局 かほく市高松ウ51番地１ 令和５年４月30日

石川県告示第267号
　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によりその例によることとされる生活保護法（昭和25年法律第144号）第
50条の２の規定により、指定医療機関から、次のとおり診療所等を廃止した旨の届出があった。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

名　　　　　　称 所　　　　在　　　　地 廃止年月日
なかむら歯科クリニック 加賀市湖城町２丁目337番 令和５年４月30日
加藤病院 かほく市高松ナ15番地１ 令和５年４月30日
医療法人社団角田医院 かほく市高松ナ15番地１ 令和５年４月30日
なかざわ腎泌尿器科クリニック 野々市市新庄６－445 令和５年４月30日
高松ハート薬局 かほく市高松ウ51番地１ 令和５年４月30日

石川県告示第268号
　石川県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年石川県条例第38号。以下「条例」という。）第16条第１項の規定
により、知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失ったので告示する。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　失効した知事指定薬物の名称
　⑴ 　２－［（４－エトキシフェニル）メチル］－５－ニトロ－１－［２－（ピペリジン－１－イル）エチル］－１
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名　　　　　　称 所　　　　在　　　　地 指定年月日
かくだメディカルクリニック かほく市高松ム69番地２ 令和５年５月１日
加藤クリニック 羽咋郡志賀町高浜町への１番地１ 令和５年５月１日
なかざわ腎泌尿器科クリニック 野々市市新庄６－445 令和５年５月１日
なかむら歯科クリニック 加賀市湖城町２丁目337番 令和５年５月１日
高松ハート薬局 かほく市高松ム69番地18 令和５年５月１日

おりたクリニック
野々市市二日市３－58カナディアンビレッジSAWA101
号室

令和５年６月１日

しばた眼科クリニック かほく市高松ム60番地14 令和５年６月１日
クスリのアオキ鶴ケ丘東薬局 河北郡内灘町字鶴ケ丘２丁目606番地 令和５年６月１日
サンライトちょくし町薬局 加賀市勅使町ヲ40番１ 令和５年６月１日
スギ薬局津幡店 河北郡津幡町字北中条一丁目89番地 令和５年６月１日

石川県告示第266号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から、次のとおり診療所等を廃止し
た旨の届出があった。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

名　　　　　　称 所　　　　在　　　　地 廃止年月日
なかむら歯科クリニック 加賀市湖城町２丁目337番 令和５年４月30日
加藤病院 羽咋郡志賀町高浜町への１番地１ 令和５年４月30日
医療法人社団角田医院 かほく市高松ナ15番地１ 令和５年４月30日
なかざわ腎泌尿器科クリニック 野々市市新庄６－445 令和５年４月30日
高松ハート薬局 かほく市高松ウ51番地１ 令和５年４月30日

石川県告示第267号
　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によりその例によることとされる生活保護法（昭和25年法律第144号）第
50条の２の規定により、指定医療機関から、次のとおり診療所等を廃止した旨の届出があった。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

名　　　　　　称 所　　　　在　　　　地 廃止年月日
なかむら歯科クリニック 加賀市湖城町２丁目337番 令和５年４月30日
加藤病院 かほく市高松ナ15番地１ 令和５年４月30日
医療法人社団角田医院 かほく市高松ナ15番地１ 令和５年４月30日
なかざわ腎泌尿器科クリニック 野々市市新庄６－445 令和５年４月30日
高松ハート薬局 かほく市高松ウ51番地１ 令和５年４月30日

石川県告示第268号
　石川県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年石川県条例第38号。以下「条例」という。）第16条第１項の規定
により、知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失ったので告示する。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　失効した知事指定薬物の名称
　⑴ 　２－［（４－エトキシフェニル）メチル］－５－ニトロ－１－［２－（ピペリジン－１－イル）エチル］－１
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Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール及びその塩類
　⑵ 　（２Ｒ，３Ｒ）－２－（３－クロロフェニル）－３－メチルモルフォリン、（２Ｓ，３Ｓ）－２－（３－クロ

ロフェニル）－３－メチルモルフォリン及びそれらの塩類
　⑶ 　Ｎ－（アダマンタン－１－イル）－１－（４－フルオロブチル）－１Ｈ－インダゾール－３－カルボキシアミ
ド及びその塩類

２　失効の理由
　　当該知事指定薬物が条例第２条第１項第６号に掲げる薬物に該当すると認められるに至ったため
３　失効の日
　　令和５年７月１日
４　罰則の適用
　 　条例第24条から第28条までの規定は、上記の知事指定薬物の指定がその効力を失う前にした当該知事指定薬物に
係る行為についても、適用する。

公　　　　　　　　告

委託業務に係る提案書の募集公告
　次のとおり提案書の提出を募集する。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　業務概要
　⑴　業務名
　　　石川県庁内ネットワーク環境移行に係る調査業務
　⑵　業務内容
　　　「石川県庁内ネットワーク環境移行に係る調査業務仕様書」による
　⑶　履行期間
　　　契約締結日から令和６年３月31日まで
２　参加資格
　　次に掲げる条件のすべてに該当する者であること。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入
札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成９年石川県告示第581号）に基づき、
令和５年度における競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　⑶　指名停止の措置を受けている者でないこと。
　⑷ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成
11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

　⑸ 　役員（役員として登記又は届出されていないが、事実上経営に参画している者を含む。）が、暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員、又は暴力団関係者（暴
力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。）と認められる者でないこと。

　⑹ 　事業の受託業務に関するノウハウを有し、事業の実施にあたり専任の担当者を配置し、県との打合等に担当者
等を出席させることが可能な者であること。

　⑺ 　平成28年度以降に、地方公共団体における情報ネットワーク再整備（現状調査・要件定義・調達仕様書策定支援）
の実績を有すること。

３　企画提案募集要領等の交付場所等
　⑴　交付場所
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県総務部デジタル推進課ネットワーク管理グループ
　　　電話　076－225－1322
　⑵　交付方法
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　　　⑴の交付場所において交付する。
　⑶　交付期間
　　　令和５年７月４日（火）から７月11日（火）までの県の機関の休日を除く毎日午前９時から午後５時まで
　⑷　問合せ先
　　　メールアドレス　e120300@pref.ishikawa.lg.jp
４　参加の申請及び企画提案書の提出等
　⑴　参加申込書及び提案書の提出
　　 　参加を希望する者は、実施要領に定める参加申請書及び提案書に必要な書類等を添付して提出期限までに提出
すること。

　⑵　提出期限
　　　令和５年７月20日（木）午後５時
　⑶　提出方法
　　　電子メール（提出期限内必着とする。）により提出すること。
　⑷　提出先メールアドレス
　　　e120300@pref.ishikawa.lg.jp
５　その他
　⑴　原則、企画提案書の内容を書面審査により評価する。
　⑵ 　受託候補者の選定に当たっては、石川県庁内ネットワーク環境移行に係る調査業務プロポーザル委員会におい
て、提案書の内容を審査し、最も優れた提案をした者を受託候補者として選定する。

　⑶ 　本業務の受託者（本業務の再委託先を含む。）及び本業務に携わった者（RFIに関連した情報提供協力者を除
く）は、石川県β́ モデルネットワーク構築業務委託（以下「次期構築業務」という。）の入札への参加及び次期
構築業務の再委託等を受けることができない。

６　問合せ先
　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　石川県総務部デジタル推進課ネットワーク管理グループ
　　電話番号　076－225－1322
　　電子メール　e120300@pref.ishikawa.lg.jp

特定調達契約に係る企画提案書の募集公告
　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す
る特定調達契約に係る企画提案書を募集する。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　調達の概要
　⑴　調達件名及び数量
　　　石川県広域データ連携基盤整備事業推進業務　一式
　⑵　調達内容
　　　石川県広域データ連携基盤整備事業推進業務に係る業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）による。
　⑶　履行場所
　　　仕様書による。
　⑷　業務期間
　　　契約日から令和６年３月31日まで
２　参加資格
　 　次の条件をすべて満たすこと。なお、共同企業体として参加する場合は、すべての構成員が次の条件をすべて満
たすこと。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　令和５年度に石川県において締結が見込まれる物品等の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資
格等（令和５年石川県告示第140号）に基づき、競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。
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　　　⑴の交付場所において交付する。
　⑶　交付期間
　　　令和５年７月４日（火）から７月11日（火）までの県の機関の休日を除く毎日午前９時から午後５時まで
　⑷　問合せ先
　　　メールアドレス　e120300@pref.ishikawa.lg.jp
４　参加の申請及び企画提案書の提出等
　⑴　参加申込書及び提案書の提出
　　 　参加を希望する者は、実施要領に定める参加申請書及び提案書に必要な書類等を添付して提出期限までに提出
すること。

　⑵　提出期限
　　　令和５年７月20日（木）午後５時
　⑶　提出方法
　　　電子メール（提出期限内必着とする。）により提出すること。
　⑷　提出先メールアドレス
　　　e120300@pref.ishikawa.lg.jp
５　その他
　⑴　原則、企画提案書の内容を書面審査により評価する。
　⑵ 　受託候補者の選定に当たっては、石川県庁内ネットワーク環境移行に係る調査業務プロポーザル委員会におい
て、提案書の内容を審査し、最も優れた提案をした者を受託候補者として選定する。

　⑶ 　本業務の受託者（本業務の再委託先を含む。）及び本業務に携わった者（RFIに関連した情報提供協力者を除
く）は、石川県β́ モデルネットワーク構築業務委託（以下「次期構築業務」という。）の入札への参加及び次期
構築業務の再委託等を受けることができない。

６　問合せ先
　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　石川県総務部デジタル推進課ネットワーク管理グループ
　　電話番号　076－225－1322
　　電子メール　e120300@pref.ishikawa.lg.jp

特定調達契約に係る企画提案書の募集公告
　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す
る特定調達契約に係る企画提案書を募集する。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　調達の概要
　⑴　調達件名及び数量
　　　石川県広域データ連携基盤整備事業推進業務　一式
　⑵　調達内容
　　　石川県広域データ連携基盤整備事業推進業務に係る業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）による。
　⑶　履行場所
　　　仕様書による。
　⑷　業務期間
　　　契約日から令和６年３月31日まで
２　参加資格
　 　次の条件をすべて満たすこと。なお、共同企業体として参加する場合は、すべての構成員が次の条件をすべて満
たすこと。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　令和５年度に石川県において締結が見込まれる物品等の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資

格等（令和５年石川県告示第140号）に基づき、競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。
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　⑶　県の指名停止措置を受けている者でないこと。
　⑷ 　石川県広域データ連携基盤整備事業推進業務受託候補者選定に係る企画提案募集要領（以下「募集要領」とい
う。）に定める参加資格を有するものであること。

３　募集要領等の配布方法等項
　⑴　配布期間
　　　令和５年７月４日（火）から同月31日（月）まで
　⑵　配布方法
　　　以下のホームページよりダウンロードすること。
　　　https://www.pref.ishikawa.lg.jp/johosei/proposal-wide-area-data-linkage-infrastructure.html
４　参加申込手続き書類の提出期限等
　⑴　提出方法
　　　募集要領に示す方法による。
　⑵　提出期限
　　　令和５年７月31日（月）午後５時
　⑶　提出先
　　　石川県総務部デジタル推進課（e120300@pref.ishikawa.lg.jp）に電子メールにより提出すること。
５　企画提案書の提出期限等
　⑴　提出方法
　　　募集要領に示す方法による。
　⑵　提出期限
　　　令和５年８月４日（金）午後５時
　⑶　提出先
　　　石川県総務部デジタル推進課（e120300@pref.ishikawa.lg.jp）に電子メールにより提出すること。
６　受託候補者の選定及び契約
　⑴ 　受託候補者の選定にあたっては、石川県広域データ連携基盤整備事業推進業務プロポーザル審査委員会におい
て、提出された参加申込手続書類、企画提案書及びプレゼンテーション（質疑応答を含む。）の内容について審
査を行い、最も優れた提案をした者を受託候補者として選定する。

　⑵　受託候補者と契約条件を協議の上、契約を締結する。
７　問合せ先
　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地（行政庁舎５階）
　　石川県総務部デジタル推進課地域DX推進グループ
　　電話番号　076－225－1243
　　電子メール　e120300@pref.ishikawa.lg.jp
８　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶ 　６⑴の企画提案書等の作成及びプレゼンテーション等への出席等、本企画提案に係る一切の費用は、応募者の
負担とする。

　⑷　提出書類等は、返却しない。なお、提出書類等の機密保持には、十分配慮する。
　⑸　詳細は、実施要領による。
９　Summary

　⑴　Item and quantity of service requested

　　　Ishikawa Prefecture Wide-area Data Linkage Infrastructure Development Project Promotion Business.

　⑵　Deadline for delivery

　　　From the date of contract to March 31, 2024

　⑶　Deadline for application form submission
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　　　17:00 July 31, 2023

　⑷　Deadline for proposal submission

　　　17:00 August 4, 2023

　⑸　Language and currency used in the contracting procedure

　　　The language and currency used in the contracting procedure shall be Japanese and Japanese currency.

　⑹　Contact details

　　　Digital Promotion Division, Ishikawa Prefectural Government

　　　1－1 Kuratsuki Kanazawa 920－8580 Japan TEL +81－76－225－1243

大規模小売店舗の変更の届出の公告
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次のとおり大規
模小売店舗の変更の届出があった。
　なお、法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた
め配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、県に対し、意見書の提出により意見を
述べることができる。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ユニクロ野々市店
　　野々市市三日市二丁目14番地
２　変更した事項
　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　（変更前）三菱HCキャピタル株式会社
　　　　　　　代表取締役　柳井　隆博
　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
　　（変更後）三菱HCキャピタル株式会社
　　　　　　　代表取締役　久井　大樹
　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
３　変更の年月日
　　令和５年４月１日
４　変更する理由
　　設置者代表者の変更のため
５　届出年月日
　　令和５年６月14日
６　届出等の縦覧場所
　　石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び野々市市地域政策部地域振興課
７　届出等の縦覧期間
　　令和５年７月４日から同年11月４日まで
８　意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先
　　令和５年11月４日
　　金沢市鞍月１丁目１番地
　　石川県商工労働部経営支援課

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ラスパ白山Ａ棟
　　白山市倉光５丁目14番　ほか41筆
２　変更した事項
　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
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　　　17:00 July 31, 2023

　⑷　Deadline for proposal submission

　　　17:00 August 4, 2023

　⑸　Language and currency used in the contracting procedure

　　　The language and currency used in the contracting procedure shall be Japanese and Japanese currency.

　⑹　Contact details

　　　Digital Promotion Division, Ishikawa Prefectural Government

　　　1－1 Kuratsuki Kanazawa 920－8580 Japan TEL +81－76－225－1243

大規模小売店舗の変更の届出の公告
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次のとおり大規
模小売店舗の変更の届出があった。
　なお、法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた
め配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、県に対し、意見書の提出により意見を
述べることができる。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ユニクロ野々市店
　　野々市市三日市二丁目14番地
２　変更した事項
　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　（変更前）三菱HCキャピタル株式会社
　　　　　　　代表取締役　柳井　隆博
　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
　　（変更後）三菱HCキャピタル株式会社
　　　　　　　代表取締役　久井　大樹
　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
３　変更の年月日
　　令和５年４月１日
４　変更する理由
　　設置者代表者の変更のため
５　届出年月日
　　令和５年６月14日
６　届出等の縦覧場所
　　石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び野々市市地域政策部地域振興課
７　届出等の縦覧期間
　　令和５年７月４日から同年11月４日まで
８　意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先
　　令和５年11月４日
　　金沢市鞍月１丁目１番地
　　石川県商工労働部経営支援課

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ラスパ白山Ａ棟
　　白山市倉光５丁目14番　ほか41筆
２　変更した事項
　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
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　　（変更前）ユニー株式会社
　　　　　　　代表取締役　関口　憲司
　　　　　　　愛知県稲沢市天池五反田町１番地
　　　　　　　ほか16者
　　（変更後）ユニー株式会社
　　　　　　　代表取締役　関口　憲司
　　　　　　　愛知県稲沢市天池五反田町１番地
　　　　　　　ほか13者
３　変更の年月日
　　令和４年１月１日
４　変更する理由
　　小売業を行う者に変更が生じたため
５　届出年月日
　　令和５年５月22日
６　届出等の縦覧場所
　　石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び白山市産業部商工課
７　届出等の縦覧期間
　　令和５年７月４日から同年11月４日まで
８　意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先
　　令和５年11月４日
　　金沢市鞍月１丁目１番地
　　石川県商工労働部経営支援課

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　フェアモール松任
　　白山市幸明町304番地１　ほか113筆
２　変更した事項
　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　　（変更前）ユニー株式会社
　　　　　　　　代表取締役　佐古　則男
　　　　　　　　愛知県稲沢市天池五反田町１番地
　　　　　　　　ほか１者
　　　（変更後）ユニー株式会社
　　　　　　　　代表取締役　関口　憲司
　　　　　　　　愛知県稲沢市天池五反田町１番地
　　　　　　　　ほか１者
　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　　（変更前）ユニー株式会社
　　　　　　　　代表取締役　佐古　則男
　　　　　　　　愛知県稲沢市天池五反田町１番地
　　　　　　　　ほか52者
　　　（変更後）ユニー株式会社
　　　　　　　　代表取締役　関口　憲司
　　　　　　　　愛知県稲沢市天池五反田町１番地
　　　　　　　　ほか40者
３　変更の年月日
　⑴　平成31年４月15日
　⑵　令和５年３月31日
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４　変更する理由
　⑴　設置者の代表者に変更が生じたため
　⑵　小売業を行う者及び代表者等に変更が生じたため
５　届出年月日
　　令和５年６月20日
６　届出等の縦覧場所
　　石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び白山市産業部商工課
７　届出等の縦覧期間
　　令和５年７月４日から同年11月４日まで
８　意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先
　　令和５年11月４日
　　金沢市鞍月１丁目１番地
　　石川県商工労働部経営支援課

公共測量実施公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、能美市土地開発公社か
ら、次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　 業　 地　 域
公 共 測 量
（３級、４級基準点測量、３級水準測量、路線
測量（中心線測量、縦横断測量）、用地測量、
現地測量）

令和５年５月31日から
令和６年２月29日まで

能美市粟生町、東任田町地内

特定調達契約に係る入札公告
　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す
る特定調達契約に係る一般競争入札を実施する。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　調達内容
　⑴　契約件名及び数量　
　　　警察本部庁舎情報通信システム（情報システムフロア部）機器賃貸借　一式
　⑵　調達件名の特質等
　　　入札説明書による。
　⑶　借上期間　
　　　令和６年３月１日から令和11年２月28日まで
　⑷　設置場所
　　　別途指定する場所
　⑸　入札方法　
　　　入札金額は、⑶の借上期間に係る賃貸借料の総額を記載すること。
　　 　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするの
で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

２　競争入札参加者資格
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
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４　変更する理由
　⑴　設置者の代表者に変更が生じたため
　⑵　小売業を行う者及び代表者等に変更が生じたため
５　届出年月日
　　令和５年６月20日
６　届出等の縦覧場所
　　石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び白山市産業部商工課
７　届出等の縦覧期間
　　令和５年７月４日から同年11月４日まで
８　意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先
　　令和５年11月４日
　　金沢市鞍月１丁目１番地
　　石川県商工労働部経営支援課

公共測量実施公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、能美市土地開発公社か
ら、次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　 業　 地　 域
公 共 測 量
（３級、４級基準点測量、３級水準測量、路線
測量（中心線測量、縦横断測量）、用地測量、
現地測量）

令和５年５月31日から
令和６年２月29日まで

能美市粟生町、東任田町地内

特定調達契約に係る入札公告
　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す
る特定調達契約に係る一般競争入札を実施する。
　　令和５年７月４日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　調達内容
　⑴　契約件名及び数量　
　　　警察本部庁舎情報通信システム（情報システムフロア部）機器賃貸借　一式
　⑵　調達件名の特質等
　　　入札説明書による。
　⑶　借上期間　
　　　令和６年３月１日から令和11年２月28日まで
　⑷　設置場所
　　　別途指定する場所
　⑸　入札方法　
　　　入札金額は、⑶の借上期間に係る賃貸借料の総額を記載すること。
　　 　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするの
で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

２　競争入札参加者資格
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
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　⑵ 　令和５年度に石川県において締結が見込まれる物品等の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資
格等（令和５年石川県告示第140号）に基づき、競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　　　なお、競争入札参加者資格の審査については、４⑸に掲げる場所において随時申請を受け付けている。
　⑶　指名停止の措置を受けている者でないこと。
　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　入札者に要求される義務
　 　入札者は、入札参加者資格確認申請書等を令和５年８月９日（水）までに４⑴の提出場所に提出しなければなら
ない。
　　なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
４　入札書の提出場所・競争入札参加者資格の申請場所等
　⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
　　　〒920－8553　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県警察本部庁舎４階　会計課　電話番号　076－225－0110（内線2214）
　⑵　入札説明書の交付方法
　　　⑴の交付場所において交付
　⑶　入札書の受領期限
　　 　令和５年８月18日（金）正午（郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の提出場所

とする。）
　⑷　開札の日時及び場所
　　　令和５年８月18日（金）午後１時30分　石川県警察本部庁舎２階　入札室
　⑸　競争入札参加者資格の申請場所
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県総務部管財課用度グループ　電話番号　076－225－1262
５　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札保証金及び契約保証金
　　　免除
　⑶　入札の無効
　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった
者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。

　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　落札者の決定方法
　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最
低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　⑹　手続における交渉の有無
　　　無
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（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県
印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

　⑺　その他
　　　詳細は、入札説明書による。
６　 Summary

　⑴　Nature and quantity of the products to be rented

　　　Police headquarters building information and communication system

　　　(Information system floor department) equipment 1set

　⑵　Period of lease

　　　From 1 March 2024 through 28 February 2029

　⑶　Delivery place

　　　To be specified later

　⑷　Time limit of tender

　　　Noon 18 August 2023

　⑸　Contact point for the notice

　　　Finance Division Ishikawa Prefectural Police Headquarters

　　　1－1 Kuratsuki Kanazawa 920－8553 Japan　Phone +81－76－225－0110


